
1 建築基準法第２２条指定区域とは

〇建築基準法第２２条第１項の規定により指定した区域で、建築物の屋根や外壁に一定の防

火性能を確保させ、市街地の建築物の火災による延焼等の防止を図る区域です。

２ 指定の考え方

〇本市では、防火地域及び準防火地域を除く都市計画区域（市街化区域＋市街化調整区域）

全域を指定しています。

３ 変更理由

〇苫小牧圏都市計画区域区分の変更に伴い、建築基準法第２２条指定区域を変更します。
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